
市　議　会　だ　よ　り　　４こだいら平成１８年（２００６年）１月２９日
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議員が議案以外に市の行政全般にわたり、市長や教育長などに説明や報告を求め、また所信をただすことです。適正な行政運営を行う上で、
その役割は重要です。ここでは、２１人の議員からの質問のうち、１人３件までその要旨を掲載しました。

一般質問とは

（政和）＝政和会　　　　　　（共産）＝日本共産党小平市議団

（公明）＝市議会公明党　　　（フォ）＝フォーラム小平

（緑ネ）＝緑・ネット　　　　（民リ）＝民主リベラル一一般般質質問問一般質問一般質問

し
や
す
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
目
指
し

て
い
き
た
い
。

　

�
質
問
項
目
の
実
施
は
必
要
な
こ

と
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
も
情
報
化
施
策
を
着
実
に
展
開
し

た
い
。

　

�
現
時
点
で
は
、
都
の
実
証
実
験

の
成
果
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
。

※
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
は

　

情
報
や
サ
ー
ビ
ス
、
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
な
ど
が
、
ど
の
程
度
幅
広
い
人
に

利
用
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。

 
橋
本
久
雄
議
員
（
緑
ネ
）　

�
調
査

員
が
調
査
票
を
直
接
受
け
渡
し
で
き

な
か
っ
た
世
帯
数
と
割
合
は
。

　

�
ト
ラ
ブ
ル
の
内
容
は
。

　

�
次
回
も
同
様
な
調
査
が
維
持
で

き
る
と
考
え
て
い
る
か
。

　

�
国
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
要
望

を
す
る
の
か
。

市
長　

�
調
査
員
が
直
接
会
う
こ
と

が
で
き
ず
に
郵
送
依
頼
し
た
世
帯
、

あ
る
い
は
市
民
が
市
に
直
接
出
し
た

件
数
は
１
万
３
千
６
百　

件
で
、
世

４２

帯
総
数
に
占
め
る
割
合
は
約　

・
６

１７

％
で
あ
る
。

　

�
調
査
員
が
訪
問
す
る
時
間
が
朝

早
過
ぎ
る
と
か
、
約
束
し
た
時
刻
に

訪
問
し
な
い
等
で
あ
る
。

国

勢

調

査

の

見

直

し

を

 
佐
野
郁
夫
議
員
（
政
和
）　

�
こ
れ

ま
で
の
参
加
人
数
は
。

　

�
市
民
か
ら
の
提
案
内
容
は
。

　

�
市
民
か
ら
の
質
問
等
で
当
日
回

答
で
き
な
い
場
合
の
対
応
は
。

　

�
今
後
の
進
め
方
は
。

市
長　

�　

月
末
ま
で
に　

か
所
で

１１

１３

開
催
し
、延
べ
人
数
は　

人
で
あ
る
。

３１５

　

�
隣
接
す
る
公
園
の
管
理
や
清
掃

を
自
治
会
に
任
せ
て
ほ
し
い
と
い
う

も
の
や
、
公
共
施
設
等
の
利
用
に
係

る
減
免
制
度
の
見
直
し
等
が
あ
る
。

　

�
希
望
が
あ
れ
ば
後
日
担
当
課
等

か
ら
連
絡
し
、
要
望
事
項
等
も
適
宜

担
当
部
署
に
伝
え
て
い
る
。

　

�
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と
や
、

曜
日
、
時
間
、
会
場
を
変
更
し
て
ほ

し
い
等
の
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を

参
考
に
随
時
工
夫
を
し
て
い
き
た
い
。

永
田
政
弘
議
員
（
政
和
）　

�
ア
ク

セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
、
市
の

こ
れ
ま
で
の
対
策
は
。

　

�
今
後
の
対
策
は
。

　

�
市
町
村
の
情
報
進
展
度
を
比
較

し
た　

都
市
ラ
ン
キ
ン
グ
の
質
問
事

項
等
を
ど
う
考
え
る
か
。

　

�
Ｉ
Ｃ
タ
グ
を
活
用
し
た
ま
ち
づ

く
り
が
で
き
な
い
か
。

市
長　

�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
に
当

た
っ
て
は
、
対
応
が
容
易
と
な
る
よ

う
担
当
者
が
一
語
ず
つ
入
力
す
る
と

と
も
に
、
画
像
等
に
は
音
声
説
明
文

を
つ
け
る
な
ど
、
目
の
不
自
由
な
人

に
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

�
利
用
者
が
必
要
な
情
報
に
容
易

に
た
ど
り
着
け
る
な
ど
、
よ
り
利
用

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る

市
民
へ
の
情
報
提
供
は
適
切
か

　

�
市
民
の
意
識
が
変
わ
っ
た
と
感

じ
て
お
り
、
困
難
と
考
え
る
。

　

�
個
人
情
報
を
守
る
た
め
の
封
入

提
出
の
推
進
や
、
調
査
方
法
の
改
善

等
を
要
望
し
て
い
く
。

 
苗
村
洋
子
議
員
（
緑
ネ
）　

�
６
月

に
行
政
手
続
法
が
改
正
さ
れ
、
政
省

令
な
ど
を
定
め
る
際
に
は
意
見
公
募

を
行
う
手
続
、
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
手
続
が
義
務
化
さ
れ
た

が
、
市
の
手
続
は
ど
の
よ
う
な
根
拠

や
判
断
で
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

�
市
も
条
例
化
が
必
要
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

市
長　

�
市
は
総
合
的
な
構
想
や
計

画
等
を
策
定
す
る
場
合
、
市
民
意
見

提
出
手
続
に
関
す
る
指
針
に
基
づ
い

て
、
計
画
案
を
公
表
し
、
寄
せ
ら
れ

た
市
民
の
意
見
を
参
考
に
し
て
い
る
。

　

�
条
例
化
す
る
場
合
に
は
、
国
の

動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
行
政
手
続
条

例
の
改
正
を
基
本
と
し
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

 
西　

克
彦
議
員
（
共
産
）　

�
生
活

保
護
受
給
世
帯
数
、
及
び
就
学
援
助

を
受
け
て
い
る
準
要
保
護
児
童
・
生

徒
数
の
推
移
と
主
な
増
加
原
因
は
。

　

�
所
得
階
層
別
の
構
成
比
率
は
。

　

�
老
年
者
控
除
の
廃
止
、
公
的
年

金
控
除
の
縮
小
等
に
よ
り
、　

歳
以

６５

上
で
年
金
収
入
２
百　

万
円
の
単
身

５０

者
の
場
合
、
ど
の
く
ら
い
増
税
に
な

る
か
。

　

�
三
位
一
体
改
革
の
影
響
額
は
。

市
長　

�
生
活
保
護
受
給
世
帯
数
は

平
成
８
年
度
が　

世
帯
、
平
成　

年

７９９

１７

　

月
時
点
で
は
千
６
百
３
世
帯
で
、

１０経
済
状
況
や
少
子
高
齢
化
の
進
展
等

が
原
因
と
考
え
る
。
ま
た
、
準
要
保

護
児
童
・
生
徒
数
は
、
平
成
８
年
度

が　

人
、
平
成　

年
度
は
２
千　

人

７４８

１６

５６

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

条
例
化
に
つ
い
て

市
民
の
暮
ら
し
を
守
る

予
算
の
確
保
に
つ
い
て

で
、
近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
影
響

に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

�
平
成　

年
度
は
、
所
得
金
額
２

１７

百
万
円
以
下
が　

・
７
％
、
２
百
万

５２

円
超
え
７
百
万
円
以
下
が　

・
４
％
、

４１

７
百
万
円
超
え
が
５
・
９
％
で
あ
る
。

　

�
住
民
税
を
例
に
と
る
と
、
平
成

　

年
度
は
４
万
２
千
８
百
円
で
、　

１８

１９

年
度
も
現
段
階
で
は
同
様
と
考
え
る
。

　

�
平
成　

年
度
に
削
減
さ
れ
る
補

１７

助
金
は
１
億
７
千
３
百
万
円
で
、
所

得
贈
与
税
は
３
億
３
千
万
円
の
増
額

を
見
込
ん
で
い
る
。

 
永
田
政
弘
議
員
（
政
和
）　

�
税
等

の
滞
納
者
数
と
滞
納
金
額
は
。

　

�
徴
収
率
ア
ッ
プ
の
対
策
は
。

　

�
都
と
の
連
携
は
。

　

�
自
動
電
話
催
促
シ
ス
テ
ム
の
こ

れ
ま
で
の
状
況
は
。

市
長　

�
平
成　

年
度
の
決
算
で
は
、

１６

市
税
が
約
１
万
３
千
８
百
人
、
約　
３４

億
３
千
万
円
で
、
保
育
料
は　

人
、

１８２

約
５
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

�
本
年
度
は
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
自
動
電
話
催
促
シ
ス
テ
ム
の
導

入
や
、
郵
便
振
替
用
紙
の
郵
便
局
へ

の
備
え
つ
け
な
ど
を
行
っ
た
。

　

�
平
成　

年
１
月
か
ら
、
都
職
員

１８

と
連
携
し
て
滞
納
整
理
事
務
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
を
図
る
予
定
で
あ
る
。

　

�
従
来
に
比
べ
、
時
間
は
約
２
分

の
１
で
、
か
け
た
電
話
件
数
が
約　
３５

％
ふ
え
る
な
ど
、
効
率
的
な
催
促
が

行
わ
れ
て
い
る
。

 
高
橋
三
男
議
員
（
フ
ォ
）　

�
借
地

を
買
い
取
る
際
は
具
体
的
な
計
画
と

目
標
金
額
を
決
め
、
み
ど
り
の
公
募

債
を
発
行
す
る
な
ど
し
て
、
中
・
長

期
的
に
公
有
化
を
図
る
べ
き
で
は
。

　

�
土
地
開
発
公
社
所
有
の
代
替
用

地
で
あ
る
、
す
ず
の
き
菜
園
に
対
す

市

税

等

の

徴
収
対
策
に
つ
い
て

小
平
市
は
借
地
行
政
か
ら
の

脱
却
を
進
め
る
べ
き

る
市
の
方
針
は
。

市
長　

�
既
存
の
公
共
施
設
整
備
基

金
を
土
地
購
入
の
財
源
に
す
る
考
え

で
あ
る
。
緑
の
保
全
が
目
的
の
み
ど

り
の
公
募
債
を
発
行
す
る
場
合
、
市

民
か
ら
借
り
た
お
金
を
満
期
に
一
括

し
て
返
す
の
で
、
減
債
基
金
を
創
設

し
て
資
金
を
積
み
立
て
る
必
要
が
あ

る
。

　

�
街
路
事
業
に
備
え
て
取
得
し
た

が
、現
在
そ
の
目
的
は
薄
れ
て
い
る
。

売
却
し
た
場
合
は
、
多
額
の
損
失
を

市
で
補
て
ん
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

今
後
の
使
途
に
つ
い
て
は
市
民
の
意

見
も
交
え
て
検
討
す
る
が
、
分
割
購

入
も
選
択
肢
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。

 
西　

克
彦
議
員
（
共
産
）　

�
都
は

第
二
次
財
政
再
建
推
進
プ
ラ
ン
に
基

づ
き
、
補
助
金
と
交
付
金
の
見
直
し

を
打
ち
出
し
て
き
た
が
、
市
の
見
解

は
。

　

�
子
育
て
を
初
め
、
地
域
福
祉
、

市
と
市
民
生
活
の
あ
り
方
に
大
き
な

影
響
が
あ
る
と
思
う
が
認
識
は
。

市
長　

�
国
、
都
の
負
担
や
財
政
支

援
策
等
が
交
付
金
化
や
一
般
財
源
化

さ
れ
る
こ
と
は
、
市
町
村
の
自
由
度

が
高
ま
る
た
め
評
価
で
き
る
。
し
か

し
、
子
育
て
支
援
施
策
な
ど
既
に
地

域
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
定
着
し
て
い
る

事
業
は
、
現
状
規
模
で
の
財
源
確
保

が
必
要
と
考
え
る
。

　

�
特
に
認
可
保
育
所
の
延
長
保
育

事
業
に
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
。
子

育
て
支
援
施
策
等
の
推
進
に
大
き
く

か
か
わ
る
の
で
、
今
後
市
長
会
等
を

通
じ
、
引
き
続
き
都
と
十
分
な
協
議

を
し
て
い
く
。

 
橋
本
久
雄
議
員
（
緑
ネ
）　

国
分
寺

市
で
は
、
行
政
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
議

員
が
行
政
機
関
に
携
わ
る
の
は
矛
盾

東
京
都
の
市
町
村
へ
の
補
助
金
、

交
付
金
の
見
直
し
に
つ
い
て

議
員
や
職
員
が
審
議
会
な
ど
の

委
員
に
な
る
こ
と
は
見
直
し
て

 
津
本
裕
子
議
員
（
公
明
）　

�
せ
い

ぶ
通
り
の
整
備
状
況
は
。

　

�
歩
道
が
狭
い
バ
ス
路
線
は
、
電

柱
の
地
中
化
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
。

　

�
安
全
対
策
が
必
要
な
箇
所
が
多

い
が
、
今
後
の
対
応
は
。

市
長　

�
大
型
車
の
通
行
に
よ
り
路

面
の
劣
化
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、改
修
が
必
要
と
認
識
し
て
い
る
。

せ
い
ぶ
通
り
の

整
備
に
つ
い
て

員
を
約
１
・
７
�
と
す
る
計
画
を
検

討
し
て
い
る
。

　

�
路
側
帯
の
設
置
等
は
車
道
幅
員

確
保
の
問
題
等
に
よ
り
困
難
な
状
況

に
あ
る
が
、設
置
の
可
否
に
つ
い
て
、

警
視
庁
本
部
と
協
議
す
る
と
小
平
警

察
署
か
ら
聞
い
て
い
る
。

　

�
平
成　

年
１
月
か
ら　

月
ま
で

１７

１０

に　

件
あ
っ
た
と
小
平
警
察
署
か
ら

１０
聞
い
て
い
る
。

 
桜
田　

誠
議
員
（
公
明
）　

�
上
水

本
町
通
り
の
十
小
通
り
交
差
点
か
ら

小
平
南
高
北
通
り
交
差
点
ま
で
の
間

の
整
備
計
画
は
あ
る
か
。

　

�
道
路
に
関
す
る
相
談
件
数
と
そ

の
内
容
は
。

　

�
狭
隘
な
道
路
の
拡
幅
整
備
の
方

針
は
。

市
長　

�
道
路
境
界
の
未
確
定
部
分

の
確
定
を
行
う
と
と
も
に
、
隣
接
地

権
者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
道
路
幅

員
を
確
保
し
、
Ｌ
型
側
溝
等
が
設
置

で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

　

�
昨
年
度
は
約　

件
あ
り
、
内
容

２５０

は
道
路
の
振
動
・
騒
音
や
雨
水
ま
す

の
清
掃
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

�
道
路
後
退
が
な
さ
れ
て
い
な
い

箇
所
に
つ
い
て
は
、
道
路
幅
員
を
４

�
以
上
確
保
し
た
後
に
、
Ｌ
型
側
溝

等
の
整
備
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

上
水
本
町
通
り
の
道
路
整
備
と

 
狭
隘 
な
道
路
の
整
備
に
つ
い
て

き
ょ
う
あ
い

　

�
電
線
等
の
地
中
化
は
快
適
な
歩

行
空
間
の
確
保
や
、
良
好
な
ま
ち
並

み
が
創
設
で
き
る
と
考
え
る
が
歩
道

幅
員
が
狭
い
た
め
、
現
在
の
新
し
い

工
法
を
用
い
て
も
地
中
化
は
難
し
い
。

　

�
歩
道
幅
員
が
狭
い
箇
所
に
つ
い

て
は
、
快
適
歩
道
実
現
事
業
の
中
で

整
備
を
行
っ
て
い
く
。

 
立
花
隆
一
議
員
（
公
明
）　

�
車
幅

規
制
等
の
抜
本
的
な
対
策
は
。

　

�
鉄
さ
く
の
設
置
や
、
注
意
喚
起

の
路
面
表
示
等
は
で
き
な
い
か
。

　

�
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・　

号
２３

線
の
整
備
計
画
は
。

　

�
安
全
対
策
を
行
う
警
備
員
を
配

置
で
き
な
い
か
。

市
長　

�
自
動
車
の
流
入
規
制
を
目

的
と
し
て
車
幅
規
制
を
行
う
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
東
小
川
橋
交
差
点
へ

の
信
号
機
設
置
は
必
要
と
認
識
し
て

お
り
、
小
平
警
察
署
に
要
望
し
て
い

る
。

　

�
既
存
の
コ
ー
ン
ポ
ス
ト
の
一
部

を
鉄
さ
く
に
変
更
し
、
路
面
表
示
等

は
段
階
的
に
整
備
す
る
。

　

�
平
成　

年
度
頃
に
工
事
着
手
と

２３

予
想
し
て
い
る
。

教
育
長　

�
配
置
す
る
考
え
は
な
い

が
、
今
後
も
地
域
の
協
力
を
得
て
対

応
し
た
い
。

 
桜
田　

誠
議
員
（
公
明
）　

�
た
か

の
街
道
の
水
車
通
り
か
ら
府
中
街
道

ま
で
の
整
備
計
画
は
。

　

�
幅
員
が
１
�
に
満
た
な
い
歩
道

や
路
側
帯
の
な
い
箇
所
が
あ
り
、
歩

行
者
や
自
転
車
の
通
行
が
大
変
危
険

で
あ
る
。
カ
ラ
ー
舗
装
等
の
安
全
対

策
が
必
要
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

�
当
該
地
域
の
交
通
事
故
件
数
は
。

市
長　

�
幅
員
約
７
・
５
�
を
基
準

に
道
路
を
拡
幅
し
、
南
側
歩
道
の
幅

十
二
小
通
り
の
安
全
は

改
善
さ
れ
た
の
か

た
か
の
街
道
の
道
路
整
備
と

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

行

政

一

般

行

政

一

般

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
法
律
で
決

め
ら
れ
た
も
の
を
除
き
、
審
議
会
等

に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し

た
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
方
向
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

市
長　

審
議
会
等
の
機
能
は
執
行
機

関
の
一
部
な
の
で
、
議
決
機
関
の
構

成
員
で
あ
る
議
員
は
委
員
と
し
な
い

ほ
う
が
妥
当
と
い
う
考
え
も
あ
る
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

　

職
員
が
委
員
と
な
っ
て
い
る
審
議

会
等
は
、
市
を
含
め
関
係
機
関
や
部

署
の
代
表
者
な
ど
で
連
絡
調
整
を
す

る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
市

の
政
策
形
成
過
程
に
必
要
な
審
議
会

は
、
職
員
を
委
員
と
し
な
い
こ
と
と

し
て
い
る
。

�
国
勢
調
査
の
お
知
ら
せ
と
調
査
票

道

路

道

路

�
歩
道
の
狭
い
た
か
の
街
道

�
せ
い
ぶ
通
り

（
花
小
金
井
南
町
一
・
二
丁
目
）

市
の 
ア 
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と

※

　

都
市
ラ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て

ｅ　
ｅ


